
6060　2024.102024.10

税務

法
人
税
に
お
け
る
交
際

費
課
税
の
し
く
み
に
つ

い
て
、令
和
6
年
度
の

税
制
改
正
を
踏
ま
え
た
取
り
扱
い
を

ご
教
示
く
だ
さ
い
。

主
に
飲
食
費
の
金
額
や

イ
ン
ボ
イ
ス
の
影
響
に

留
意
が
必
要
で
す
。

１
．
交
際
費
課
税
の
概
略

　

法
人
税
に
お
い
て
、
交
際
費
は

「
冗
費
の
節
約
」と「
資
本
の
蓄
積
」の

観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
損
金
不
算

入
で
す
。
た
だ
し
、
企
業
が
事
業
活

動
す
る
上
で
あ
る
程
度
の
必
要
性
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
金
額
ま
で

は
経
費
と
し
て
損
金
算
入
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
特
に
中
小
法
人
は
、

年
8
0
0
万
円
ま
で
の
定
額
基
準
が

あ
り
、
有
利
な
取
り
扱
い
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

交
際
費
課
税
は
法
人
規
模
に
よ
っ

て
取
り
扱
い
が
異
な
り
、
表
❶
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
令
和
6
年
4
月
1
日
以
降
）。

法
人
税
に
お
け
る
交
際
費
課
税

　

〜
令
和
6
年
度
税
制
改
正
を
う
け
て
〜

２
．
交
際
費
等
と
は

⑴
定
義

　

税
法
で
は
交
際
費
等
と
し
て
「
交

際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ
の
他
の

費
用
で
、
得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他

事
業
に
関
係
の
あ
る
者
等
に
対
す
る

接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
た
め
に
支

出
す
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
交
際
費
「
等
」
と
あ
る
の
は
、

一
般
的
な
交
際
費
の
概
念
よ
り
広
い

範
囲
の
も
の
が
含
ま
れ
る
た
め
で
す
。

　

例
え
ば
、
取
引
先
を
接
待
す
る
際

に
送
迎
し
た
タ
ク
シ
ー
代
も
交
際
費

等
と
な
り
ま
す
。

⑵
社
内
交
際
費

　

社
内
で
従
業
員
同
士
が
飲
食
を
し

た
場
合
、
福
利
厚
生
費
（
損
金
）
と

な
る
範
囲
は
狭
く
解
釈
さ
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
従
業
員
全
員
が
機
会
均
等

に
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、

通
常
要
す
る
費
用
の
範
囲
で
あ
れ
ば

福
利
厚
生
費
と
な
り
ま
す
が
、
一
部

の
者
だ
け
が
集
ま
る
飲
食
で
あ
っ
た

場
合
は
、
交
際
費
等
と
な
り
ま
す
。

ま
た
通
常
要
す
る
費
用
と
考
え
ら
れ

る
金
額
を
超
え
る
飲
食
も
社
内
交
際

費
で
す
。

　

た
だ
し
、
親
会
社
や
グ
ル
ー
プ
会

社
の
役
員
を
接
待
し
た
場
合
の
飲
食

費
な
ど
は
、
相
手
が
社
外
の
者
で
あ

る
の
で
、
社
内
交
際
費
と
は
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
取
引
先
等
の
共
同
開

催
の
懇
親
会
に
出
席
し
て
、
割
り
勘

で
自
社
の
従
業
員
の
飲
食
代
の
み
を

支
出
し
た
場
合
も
社
内
交
際
費
等
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
社
内
交
際
費
は
、
金
額
に
か

か
わ
ら
ず
「
3
．
飲
食
費
と
は
」
で

説
明
す
る
飲
食
費
に
は
あ
た
り
ま
せ

ん
の
で
、
注
意
し
て
下
さ
い
。

⑶
控
除
対
象
外
消
費
税

　

税
抜
経
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
に

控
除
対
象
外
消
費
税
（
仕
入
税
額
控

除
が
で
き
な
か
っ
た
消
費
税
額
）
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
交
際
費
に
か
か

る
部
分
に
つ
い
て
は
、
交
際
費
等
と

し
て
集
計
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

３
．
飲
食
費
と
は

⑴
飲
食
費
の
取
り
扱
い

　

現
行
の
交
際
費
課
税
で
は
、
交
際

費
を
飲
食
費
と
そ
れ
以
外
に
分
け
、

さ
ら
に
飲
食
費
を
一
人
当
た
り
1
万

（注1）グループ通算制度で資本金の額等100億円超の法人の100％子会社も含む
（注2）資本金5億円以上の法人の100%子会社は大法人扱いとなる� 出所：筆者作成

表❶　法人規模別の交際費課税の取り扱い（令和6年度税制改正）
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人

法人の種類法人の種類 飲食費
（1万円以下／人）

飲食費
（1万円超／人）

飲食費以外
（社内交際費含む）

大
法
人

大
法
人

資本金の額等100億円資本金の額等100億円
超の法人（注1）超の法人（注1）

すべて
損金算入

損金不算入
損金不算入

資本金の額等1億円超資本金の額等1億円超
100億円以下の法人100億円以下の法人

50%のみ
損金算入可

中小法人（注2）中小法人（注2）
（資本金の額等1億円以下）（資本金の額等1億円以下）

（以下より選択）
1.年800万円までの損金算入（定額基準）
2.飲食費の50%のみ損金算入
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●ウェブサイト（ https://www.shokoken.co.jp/management/guidance/ ）に「経営相談Q&A」のバックナンバーを掲載しております。

円
以
下
と
1
万
円
超
に
分
け
て
異
な

っ
た
取
り
扱
い
を
し
て
い
ま
す
。

①
1
万
円
以
下
の
飲
食
費
は
、
交
際

費
等
か
ら
除
外
さ
れ
、
法
人
規
模

に
よ
ら
ず
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

②
1
万
円
超
の
飲
食
費
は
、
資
本
金

の
額
等
が
1
億
円
超
1
0
0
億
円

以
下
の
大
法
人
に
お
い
て
、
ト
ー

タ
ル
の
50
％
の
み
が
損
金
算
入
で

き
ま
す
。

③
中
小
法
人
の
場
合
は
②
に
加
え
て
、

8
0
0
万
円
（
1
万
円
以
下
飲
食

費
を
除
く
す
べ
て
の
交
際
費
等
の

合
計
）
の
定
額
基
準
と
の
選
択
が

で
き
ま
す
。

⑵
飲
食
費
の
範
囲

　

飲
食
費
に
は
、
得
意
先
を
接
待
す

る
た
め
の
飲
食
代
や
テ
ー
ブ
ル
チ
ャ

ー
ジ
料
の
ほ
か
、
差
し
入
れ
の
弁
当

代
（
そ
の
場
で
す
ぐ
に
飲
食
さ
れ
る

も
の
）
や
飲
食
店
で
の
お
み
や
げ
代

等
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

逆
に
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
は
、

飲
食
物
詰
め
合
わ
せ
の
贈
答
費
用
や

タ
ク
シ
ー
で
の
送
迎
費
用
、
ゴ
ル
フ

場
や
観
劇
に
付
随
す
る
食
事
代
等
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
2
次
会
と
し
て
別
会
場

で
行
わ
れ
る
飲
食
は
、
飲
食
費
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

⑶
金
額
基
準
（
い
わ
ゆ
る
1
万
円
基

準
）

　

1
人
当
た
り
の
金
額
に
つ
い
て
は
、

飲
食
費
と
し
て
の
支
出
額
を
参
加
し

た
人
数
で
割
っ
て
計
算
し
ま
す
。
そ

の
金
額
は
、
法
人
の
適
用
し
て
い
る

消
費
税
等
の
経
理
処
理
（
税
込
経
理

方
式
ま
た
は
税
抜
経
理
方
式
）
に
よ

っ
て
算
定
し
た
価
額
に
よ
り
判
定
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
2
次
会
等
で
1
次

会
と
は
別
の
店
を
利
用
し
た
場
合
に

は
、
独
立
し
て
金
額
判
定
が
な
さ
れ

ま
す
。

　

1
人
当
た
り
1
万
円
超
と
な
っ
た

場
合
は
、
支
出
し
た
全
額
が
飲
食
費

と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。
1
万
円
部
分

が
損
金
算
入
と
は
な
ら
な
い
点
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

経
理
処
理
と
し
て
は
1
万
円
基
準

の
金
額
を
交
際
費
課
税
対
象
か
ら
除

く
た
め
に
、
少
額
飲
食
費
と
し
て
補

助
科
目
を
設
け
た
り
、
会
議
費
と
し

て
処
理
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

1
万
円
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
令

和
6
年
4
月
1
日
以
降
の
支
出
（
正

確
に
は
飲
食
等
の
行
為
が
あ
っ
た
と

き
）
か
ら
で
あ
り
、
令
和
6
年
3
月

31
日
以
前
は
5
千
円
基
準
で
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
令
和
6
年
3
月
末
決

算
の
法
人
以
外
は
、
経
理
処
理
の
際

に
5
千
円
基
準
と
1
万
円
基
準
が
混

在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑷
書
類
へ
の
記
載
事
項

　

飲
食
費
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

総
勘
定
元
帳
や
領
収
書
・
請
求
書
に

次
の
事
項
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

①
飲
食
等
の
あ
っ
た
年
月
日

②
飲
食
等
に
参
加
し
た
得
意
先
等
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
関
係

③
飲
食
等
に
参
加
し
た
者
の
数

④
金
額
、
店
名
、
所
在
地

⑤
そ
の
他
飲
食
費
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
書
類

４
．
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
影
響
（
税

抜
経
理
の
場
合
）

⑴
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外
と

の
取
引

　

税
抜
経
理
方
式
の
場
合
、
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
以
外
（
主
に
免
税

事
業
者
）
に
支
払
っ
た
金
額
は
、
原

則
と
し
て
仮
払
消
費
税
等
の
額
が
な

い
も
の
と
さ
れ
る
た
め
、
全
額
が
交

際
費
等
と
な
り
ま
す
。
1
万
円
基
準

の
判
定
も
支
出
し
た
全
額
で
行
わ
れ

ま
す
。

　

経
理
処
理
と
し
て
、
仕
入
税
額
控

除
が
認
め
ら
れ
な
い
部
分
を
雑
損
失

と
し
て
計
上
し
て
い
る
場
合
は
、
交

際
費
等
（
飲
食
費
）
に
か
か
る
部
分

を
別
途
計
算
し
て
申
告
調
整
が
必
要

で
す
。

⑵
経
過
措
置
の
適
用

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
お
け
る
仕
入

税
額
控
除
の
経
過
措
置
と
し
て
、
令

和
5
年
10
月
か
ら
令
和
8
年
9
月
ま

で
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
80
％
、
令

和
8
年
10
月
か
ら
令
和
11
年
9
月
ま

で
は
仕
入
税
額
相
当
額
の
50
％
が
仕

入
税
額
と
み
な
し
て
控
除
で
き
ま
す

（
表
❷
）。
交
際
費
等
（
飲
食
費
）
に

か
か
る
消
費
税
額
も
経
過
措
置
に
応

じ
て
1
万
円
基
準
の
金
額
が
変
わ
っ

て
き
ま
す
。

期間 飲食費のボーダーライン

令和6年3月31日以前 5,393円（税抜相当4,902円）

令和6年4月1日〜令和8年9月30日 10,785円（税抜相当9,804円）＊

令和8年10月1日〜令和11年9月30日 10,477円（税抜相当9,524円）

令和11年10月1日以降 10,000円（税抜相当9,090円）

＊計算例：10,785−（10,785╳10／110╳80%）=10,000

表❷　税抜経理におけるインボイス発行事業者以外との
取引金額判定まとめ

出所：筆者作成


